
消費税率引上げによる増収分の活用について

　消費税率の引上げによる増収分については、全て社会保障の充実・安定化に活用することとしています。

【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源化分） 1,532,000 千円

【歳出】社会保障施策に要する経費 17,014,638 千円

単位：千円

引上げ分の
地方消費税

その他

社会保障 児 童 福 祉 事 業 5,724,388 4,328,687 273,138 1,122,563

障 害 福 祉 事 業 3,928,716 2,767,514 227,247 933,955

高 齢 者 福 祉 事 業 79,819 26,002 10,532 43,285

生 活 保 護 事 業 1,296,646 993,984 59,231 243,431

母 子 福 祉 事 業 511,313 181,788 64,487 265,038

そ の 他 3,244 2,336 178 730

小　　計 11,544,126 8,300,311 634,813 2,609,002

社会保険 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 1,406,209 210,222 234,055 961,932

介 護 保 険 事 業 1,383,544 59,656 259,084 1,064,804

国 民 健 康 保 険 事 業 655,712 386,528 52,679 216,505

小　　計 3,445,465 656,406 545,818 2,243,241

保健衛生 感染症その他の疾病予防事業 447,621 66,751 74,536 306,334

救 急 医 療 体 制 36,619 19,357 3,378 13,884

病 院 事 業 1,236,760 50,000 232,249 954,511

そ の 他 304,047 93,489 41,206 169,352

小　　計 2,025,047 229,597 351,369 1,444,081

17,014,638 9,186,314 1,532,000 6,296,324

※事務費や事務職員の人件費（サービス提供に直接従事しない職員分）等は除外しています。
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